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自然災害の被災地における移転再建時の課題
・防災集団移転用地の確保に時間を要する
・移転元地の土地利用の方向性が定まりにくい

→ 土地の所有と利用のあり方を再考する必要がある

災害への備えとしての「土地総有」制度の
可能性を検討する
・新潟県長岡市 信濃川沿岸で実質的に残る割地制度

その制度持続を可能にする要素を明らかにする

災害後の「移転跡地」の共同体としての活用
災害前の「移転用地」確保のための一方策

問題意識



飯島共有地

草生津共有地

大島共有地

草生津

飯島

■ 大島一丁目

堤防建設や買収により現在は一部の範囲で
土地共有は行われている

■ 草生津二丁目字善喜島
与三兵衛

現在、権利者は28人おり地代や
土地売却代金を分配してる

■ 長岡市飯島

耕作地の土地所有は民地と占用地がある
現在、「割地制度」は行われていない



※占用地民地

※占用地
河川管理者が河川法（第19条）に基づき、
河川敷の利用・整備を特定の者に許可している場所

長岡市飯島

水害リスクの減少により
制度の必要性が薄れた

割地制度の歴史
元和4年 牧野氏長岡藩入封より始まる

・洪水による土地流出に伴う水損均分負担
（共済制度）
・川洲沼地等未開地の共同開墾
・賦課貢納の便宜

を要因として飯島地区で実施

災害等に減歩があるたびに割り変え
田の場合100～300歩
畑の場合20～100歩
割付は5年ごとに選替

昭和 22年2月の農地開放時点で、それまでの洪水等
による減歩が登記に反映されておらず、固定資産税
の支払いが過大に
昭和28年の耕地整理によって解消
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土地を一定期間で変更することで土地による収穫量を平準化し
さらに利益を一度合計し分配することで地域内の格差を生じるのを防ぐ

水害リスク

共同管理

新たに土地割を軒前や丁前といった名称の単位で分割する

それぞれの土地所有比率によって土地を再分配する

土地所有比率

23%

15%

47%

15%

土地総有の仕組み



「割地制度」は慣習的権利であるため
一度使用収益をまとめて税の清算などを行う

地代などの使用収益 地主総代・組合

毎年一回総会を開き、収益分配を行う

権利者とのつながりを維持できる

23%

15%

47%

15%

お金の関係を契機として

a

b

c

d土地の保全 水害リスクの共有

土地総有が維持できる仕組み



広範囲が災害危険区域に設定される地域

地域内で局地的に災害危険区域が設定される地域

災害危険区域

災害危険区域

東日本大震災被災地の多くの地域

新潟県中越地震 小千谷市東山ほか

長野県飯田市 土砂災害被災地

東日本大震災 陸前高田市広田ほか

災害危険区域指定された土地の再活用



⼤船渡市における災害危険区域の指定例

防災集団移転促進事業を進めるために
災害危険区域の指定（建築基準法39条）→移転促進区域の設定 が必要となる
※災害危険区域の建築制限は条例で定められる

東日本大震災での防災集団移転促進事業と災害危険区域
（岩手県大船渡市の事例）



東日本大震災での防災集団移転促進事業と災害危険区域
（岩手県大船渡市の事例）

⼤船渡市における災害危険区域の建築制限



災害リスク 地代や売却代金は土地所有比率によって分配するため
一部の土地利用で権利者全体で利益を得ることができる

共同管理

■ 広範囲が災害危険区域に設定される地域

貸付・売却など利用したい土地を新たに土地割を行う

23%

15%

47%
15%

貸付・売却など

未利
用

土地の再活用

災害リスクの共有 利益の創出



災害危険区域設定による集落のモザイク化

共同管理

不在地主は土地の維持管理を集落に依存することができる
集落に残留する世帯はその土地を集落として有効活用することができる
もし、その土地で収益が上がった場合には土地の持ち分に応じて配分する
→ 地主と地域の関係が維持される

集落内などの決まった範囲で利用を推進する

■地域内で局地的に災害危険区域が設定される地域



※ポイント
小千谷の場合，災害危険区域と移転促進区域は同一
→ 区域が連担していなくても事業の実施は可能

今後のリスクにかかわらず
移転を希望する世帯が移転できるように
区域設定が⾏われる
（類似例︓東⽇本⼤震災の陸前⾼⽥市広⽥地区）

新潟県中越地震での防災集団移転促進事業と災害危険区域
（小千谷市の事例）



移転再建用地と成り得る種地や神社・墓地といった共有財産

共同管理

集団移転用地としての利用

集落のコンパクト化

所有者の明確化

■「事前総有」による土地所有者の明確化

集団移転用地として売却

23%

15%

47%

15%

土地所有比率によって土地管理



H26豪⾬ 丹波市復興プランの重点分野③ 安全安⼼まちづくり

土地総有によって実現する可能性のある施策



将来土地利用計画への組入



活
動
地
域
付
近
見
取
り
図

設立年月日 昭和50年1月1日 団体構成員数 40世帯

主
な
活
動
歴

平成29年3月 現地踏査の上、今年度森林整備地を確定。以降、森林整備実施
平成29年7月 アウトドア講習会／チェンソー講習会

〃 兵庫県下大学生スタディツアー
平成29年8月 都市と農村交流「山歩きツアー」
平成29年11月 防災教育動画取材
平成29年12月 植樹祭（107名参加）

• 大雨による土砂災害、流木被害を
防ぐため、自治会自らが地区内の
森林整備活動や森林資源の活用に
取り組んでいる。

• 大学生をはじめ都市部住民との交
流事業を通じた森林整備活動を実
施。

• 丹波市内の小・中学校を対象と
した防災教育にも寄与している。

活動地域 丹波市市島町北岡本地内

森林整備地域概

要

森林整備が地域振興・防災力向上にも寄与する
北岡本地区での取り組み
（復興計画に基づくリーディングプロジェクト）



丹波市豪雨災害時（H26.8.16)の状況

整備済箇所

これまでの整備箇所
地区内の森林約70haのうち、
20ha（約400本間伐）を整備 （延べ参加者200名） 4



5

林内作業道づくり
間伐作業に向け、自治会若者が重機を使い作業道を整備

講習会の実施
左：アウトドア講習会右：チェーンソー講習会

種まき作業
間間伐伐後後、、表表土土流流失失をを防防ぐぐたためめのの種種ままきき作作業業



6

木の駅プロジェクトへの出荷
H29年度は20haの間伐により110トンを出荷。再生エネルギーとして利用される。

都市との交流

復興山歩きツアー 大学コンソーシアム神戸受け入れ



7

防災教育の取り組み H29年度から丹波市小・中学校での防災教育で教材の一つに採用

自治会長による防災授業 防災教育ビデオの作成

植樹祭丹波市内外からの107名により200本を植樹
一本一本に植樹者の名前を書いた木札を取り付け



土地や建物を個人で管理するのではなく
人とのつながりによって共同体で管理していくことでリスク分散を図る

災害リスクの共有

利益の共有

土地所有者の明確化

地区の減災復興を円滑にする
きっかけとしての

実質的土地総有制度の可能性

土地所有と利用をうまく切り分ける「総有」




